　○交付要件及び手続き方法

　　(交付要件)
助成金を受けることができる事業者

・次のいずれの要件にも該当する事業者の方が、対象となる従業員を雇用したときに助

成金を受けることができます。

1 町内に事業所を有する個人、法人であって、中小企業基本法に規定する中小企
業者、小規模企業者で1年以上（創業者の場合は除く。）事業を営んでいること。
2 雇用保険の適用事業所であること。
3 風営法に定める性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業を営んでいないこと。

4 暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員等でないこと。

⑤　川辺町商工会の会員であること。
＊小規模企業者等の重要な支援者である商工会員の増を進め、商工業の振興、発展に寄与する。

　　　⑥　町から指定管理を受けている事業者でないこと。

⑦　町税等の滞納がないこと。
助成金の対象となる従業員
・次のいずれかの要件にも該当する従業員が助成金の対象となります。

1  事業者に直接雇用された者で、雇用保険の被保険者であること。（65歳に
達した日以後に雇用された者は除く。）

2  無職の状態にある者又は新卒者として雇用された者であること。

3  従業員となった日（雇用保険の被保険者となった日。以下同じ）から事業所に

１年以上雇用される者であること。

4 １週間の労働時間が２０時間以上であること。

5  事業主の2親等以内の親族でないこと。
　　　⑥　本町に住所を有する者であること。
＊従業員となった日に住民であり、引き続き1年以上居住していること。

＊雇用した従業員が町外の場合は、従業員となった日から３０日以内に住民となった者で、引
き続き１年以上居住していること。

7  企業立地促進条例に定める操業開始のために雇用した従業員でないこと。

（手続きの方法）
　　　

●交付申請前の報告（様式第１号）

1 事業者は、助成金の対象となる従業員を雇用した場合は、速やかに町へ報告してください。
●交付申請等
②　交付申請基準日

　　　　・従業員が町民の場合は、従業員となった日から1年を経過した日。
　　　　　（例）従業員となった日：4月1日
4月2日（初日）から翌年4月1日(1年間)
1年を経過した日（基準日)：4月2日

・従業員が町外の場合は、従業員となった日以後、30日以内に住民となった日か
ら1年を経過した日。
（例）従業員となった日：4月1日

住民基本台帳に記載された日：4月30日（最終日：5月1日）

　　　　　　5月1日（初日）から翌年4月30日（1年間）

　　　　　　1年を経過した日（基準日）：5月1日

③　交付申請書（様式第２号）

・1年を経過した日を基準日として、30日以内に町へ申請をしてください。

④　助成金交付請求書（様式第４号）

・町から助成金交付決定通知書及び助成金交付請求書（様式第４号）用紙）が届い
たら、速やかに町へ助成金交付請求書を提出してください。
⑤　助成金の返還

・事業者が偽りや不正行為により助成金を受けたときは助成金を返還求めること
があります。

※問い合わせ先：川辺町役場　産業環境課　　TEL　0574-53-7212
